
令和 6 年 12 月吉日 

区郡市理事長各位 

（一社）東京都空手道連盟 

専 務 理 事 緒方 良之 

審判部会長 細谷 義男 

(公印省略) 

 

令和 6 年度｢全空連公認都道府県組手審判員講習会｣の開催について 

同日開催の｢都空連認定組手審判員講習会｣のご案内とは異なりますのでご留意願います。 

 

表題の件につきまして、下記の通り開催いたします。 

区郡市理事長におかれましては、所属の団体および審判員の皆様に周知徹底くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

 

記 

 

１．日 時 令和 7 年 2 月 16 日（日） 

 

２．会 場 日本空手道会館（江東区辰巳 1-1-20） 

       ※交通 東京メトロ有楽町線「辰巳駅」下車徒歩５分 

 

３．受講資格 ①更新・新規ともに令和 6 年度における全空連会員登録者および都空連会員登録者。 

②更新者 ・現在の有効期限が 2025 年 3 月 31 日の方および 2026 年 3 月 31 日の方。 

・現在の有効期限が 2024 年 3 月 31 日の方。（要復活手数料） 

③新規者 ・都空連認定｢組手 A 級｣または｢組手 B 級｣の方で全空連公認三段以上、 

空手道歴 7年以上（満 15 歳より数える）、 

年齢23歳以上（講習会当日現在）の方。 

※都空連認定｢区郡市審判員｣は、都道府県組手審判講習会を受講できません。 

 

４．受講料・更新料・手数料・登録料・組手選手費用 ※下記一覧表をご参照願います。 

区分 受講料 更新料 
手数料 

登録料 

組手選手 

費用 
合計 

更新者 5,000 円 5,500 円 0 円 0 円 10,500 円 

更新者 

（復活） 
5,000 円 5,500 円 10,000 円 0 円 20,500 円 

新規受審者 

5,000 円 0 円 ※ 
連れてくる方 

0 円 
5,000 円 

5,000 円 0 円 ※ 
連れてこられない方 

2,000 円 
7,000 円 

※新規受講者の方が合格された場合、登録料 5,500 円を後日納入していただきます。 

振込先は、５.と同じです。 

 

５．振 込 先 三菱 UFJ 銀行 新丸の内支店（店番号 422） 普通 3395539 

口座名：一般社団法人東京都空手道連盟 審判部会 会計 伊藤義直 

（ｲｯﾊﾟﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾄｳｷｮｳﾄｶﾗﾃﾄﾞｳﾚﾝﾒｲ ｼﾝﾊﾟﾝﾌﾞｶｲ ｶｲｹｲ ｲﾄｳﾖｼﾅｵ） 

 



６．服  装 都空連審判員制服、審判員靴 

 

７．組手選手 新規受講者の方は組手選手 1名を連れてくること。（更新者の方は除く） 

①組手選手を連れてこられない方は、審判部会で選手を用意いたしますので、受講申請『組手

選手』欄の「要」に〇をつけてください。選手費用として 2,000 円納入していただきます。 

②選手は茶帯以上の高校生以上（男女問わず）とし各自で健康チェックを済ませておくこと。 

③当日選手には保険を掛けますが、出来る限り事前にスポーツ安全保険等に加入しておいてく

ださい。 

④拳サポーター、メンホー、胴プロテクター、ファールカップ（男子）、保険証を持参してくだ

さい。組手安全具の販売はいたしません。 

⑤選手受付は、12:00 から開始いたします。 

 

８．持 参 品 競技規定、笛、筆記用具、空手道手帳、 

都空連認定審判員（A 級・B 級）資格証 ※昼食は各自用意してください。 

 

９．申込方法 郵送による区郡市理事長による一括申し込みまたは個人による申し込み。 

①振込明細書のコピーを同封してください。（貼り付けは不可） 

②新規受講者の方は、返信用封筒（長３形サイズ)を同封してください。 

（〒住所・氏名を記載し、110 円切手を貼り付けてください） 

 

１0．申込締切 令和 7 年 1 月 10 日(金)必着 

 

１１．申 込 先 〒132-0025 

東京都江戸川区松江 6-1-12-305  審判部会  袴田 保和 

携帯 TEL 090-2621-0246  メールアドレス tkf.hakamada@gmail.com 

 

１２．時 間 割（予定） 

09:00～09:40 受 付 

09:45～09:55 開講式 

10:00～10:30 学科講習（受講者全員） 

10:40～11:30 筆記試験（新規受講者） ※英語の試験問題も用意しています。 

                   ※更新者も受けていただきます。 

11:30～12:30 昼食休憩（12:00～ 選手受付） 

12:30～14:00 実技講習（受講者全員） ※更新者の方は終了後解散とします。 

14:10～15:30 実技試験（新規受講者） 

15:40～15:50 閉講式 

 

１３．問い合わせ先   審判部会長  細谷義男  携帯 TEL 090-2722-7227 

  メールアドレス hosoya_yoshio_karatedo@yahoo.co.jp 

 

以上 


